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資料１ 

 

岡山県介護保険制度推進委員会 

 

＜介護保険制度推進委員会設置要綱・名簿、 

介護サービス評価部会設置要項・名簿＞ 

 

 

 

 

令和３年２月１９日（金） 

岡山県保健福祉部長寿社会課 
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岡山県介護保険制度推進委員会設置要綱 
 

 （目的） 

第１条 介護保険制度の円滑な推進及び岡山県介護保険事業支援計画・岡山県高齢者保健福祉

計画の進捗状況の進行管理について関係者の幅広い参画により審議・検討を行うため、岡山

県介護保険制度推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

 （１） 岡山県介護保険事業支援計画の進行管理に関すること。 

 （２） 岡山県高齢者保健福祉計画の進行管理に関すること。 

 （３） 事業者指導・サービス評価の実施方策に関すること。 

 （４） 身体拘束ゼロ作戦の推進方策に関すること。 

 （５） その他介護保険制度の推進に必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１６名以内で組織する。 

２ 委員は、保健・医療・福祉の学識経験者、保険者・被保険者の代表、サービス事業者等の

うちから知事が委嘱する。 

 （会長及び副会長） 

第４条 委員会に、会長１名及び副会長１名を置き、委員の中から互選する。 

２ 会長は委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。 

２ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

２ 委員会には、必要に応じて部会及び専門部会を置くことができる。 

 （意見の聴取） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を受け、又は

意見を聴くことができる。 

 （費用の弁償） 

第８条 委員の会議出席に要する費用は、岡山県が弁償する。 

２ 前項に規定する費用弁償の額及び支給方法は、別に定める。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、岡山県保健福祉部長寿社会課において処理する。 

 （その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年１２月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ 第５条第１項の規定にかかわらず、平成１９年度指定に係る委員の任期は平成２１年３月

末までとする。 

２ この要綱は、平成１９年７月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 



（区分別に五十音順）

区分 所 属 ・ 役 職 氏 名 備 考

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会
常務理事

小 川 敏 朗

国立大学法人岡山大学
大学院医歯薬学総合研究科　教授

浜 田 淳 会長

公益社団法人岡山県医師会
会長

松 山 正 春 副会長

公立大学法人岡山県立大学
保健福祉学部　教授

村 社 卓

公益社団法人認知症の人と家族の会
岡山県支部　代表

安 藤 光 徳 令和2年12月1日～

岡山県市長会
相談役（美作市長）

萩 原 誠 司

岡山県国民健康保険団体連合会
常任理事

三 宅 生 一 令和元年8月1日～

社会福祉法人玉野市社会福祉協議会
地域包括支援センター　センター長

三 宅 啓 之

岡山県町村会
会長（鏡野町長）

山 崎 親 男

公益財団法人岡山県老人クラブ連合会
会長

 田　建太郎

一般社団法人日本福祉用具供給協会
岡山県ブロック長

生 本 覚

一般社団法人岡山県訪問看護ステーション
連絡協議会　会長

江 田 純 子

岡山県老人福祉施設協議会
会長

小 泉 立 志

一般社団法人岡山県介護支援専門員協会
理事

服 部 巳 貴

一般社団法人岡山県老人保健施設協会
理事

福 嶋 啓 祐

一般社団法人岡山県病院協会
事務長会代表幹事

山 田 晴 基 令和2年8月21日～

任期　平成31（2019）年４月１日から令和３（2021）年３月31日まで

岡山県介護保険制度推進委員会委員
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識
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岡山県介護保険制度推進委員会介護サービス評価部会設置要項 

 

（目的） 

 岡山県介護保険制度推進委員会（以下「委員会」という。）設置要綱第６条第２項の規定に

基づき、介護サービスの質の向上を図るため、委員会に介護サービス評価部会（以下「部会」

という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

 部会は、次に掲げる事項について検討する。 

 （１）介護サービスの評価のあり方に関すること。 

 （２）介護サービスの評価基準に関すること。 

 （３）介護サービスの第三者評価の実施方策に関すること。 

 （４）その他介護サービスの評価に必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

１ 部会は、委員９名以内で組織する。 

２ 委員は、委員会委員のうちから委員会が選任する。 

３ 部会は、必要に応じて評価に関するアドバイザー等を招聘し、その意見を聞くことがで

きるものとする。 

 

（部会長及び副部会長） 

１ 部会に、部会長１名及び副部会長１名を置き、委員の中から互選する。 

２ 部会長は部会を代表し、会務を総括する。 

３ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

 

 

 

岡山県介護保険制度推進委員会 介護サービス評価部会 委員 
（五十音順） 

所属・役職 氏  名 備  考 

一般社団法人日本福祉用具供給協会 岡山県ブロック長 生本  覚   

一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 会長 江田 純子   

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 常務理事 小川 敏朗   

（公益社団法人認知症の人と家族の会 岡山県支部 代表） （尾﨑 善規） R2.11.30辞任 

岡山県老人福祉施設協議会 会長 小泉 立志   

特定非営利活動法人岡山県介護支援専門員協会 理事 服部 巳貴   

一般社団法人岡山県老人保健施設協会 理事 福嶋 啓祐   

公益社団法人岡山県医師会 会長 松山 正春 副部会長 

公立大学法人岡山県立大学保健福祉学部 教授 村社  卓 部会長 
 
 任期 令和元年６月26日から令和３年３月31日まで 

 


